
韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

|
|
国
家
資
本
と
「
財
閥
」
の
癒
着
関
係
を
中
心
と
し
て

l
i

は
じ
め
に

第
一
章
『
財
閥
間
」
の
変
遷
過
程

第
一
節
李
承
晩
政
権
時
代
の
「
財
閥
」

第
二
節
朴
正
照
政
権
時
代
の
「
財
閥
」

第
二
章
政
府
と
「
財
閥
」
と
の
癒
着
関
係

第
一
節
資
金
面
に
お
け
る
癒
芳
関
係

第
二
節
韓
国
の
金
融
制
度
と
金
融
政
策

第
三
節
，
政
府

(
H
国
家
資
本
)
と
「
財
閥
」
と
の
人
的
結
合
関
係

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

今
日
の
韓
国
経
済
を
語
る
時
、
「
財
関
」
の
存
在
を
抜
き
に
は
語
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
一
九
六

O
年
当
時
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
に
あ
っ
て
、
最
貧

国
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
韓
国
を
今
日
、
「
中
進
国
」
の
地
位
に
ま
で

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
設
割

事日

洋

春

引
上
げ
る
の
に
、
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
反

作
用
と
し
て
、
現
在
、
韓
国
社
会
に
お
い
て
、
「
財
閥
」
へ
の
経
済
の
過

淘
の
集
中
が
、
社
会
不
満
・
不
安
を
引
き
起
こ
す
ほ
ど
の
規
模
に
達
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
八
二
年
に
お
け
る
三

O
大
「
財
関
」
の
総
売
上
額
は
三

六
兆
六
三
一
一
八
億
ウ
ォ
ン
(
日
本
円
約
一
一
一
兆
二
一

O
O億
円
》
で
、
こ
れ
は

そ
の
年
の
韓
国
の

G
N
P
の
お
よ
そ
七
六
%
に
あ
た
る
@
ま
た
、
市
場
占

有
率
三
九
八
二
年
、
製
造
業
)
は
、
約
七
八
・
九
勿
に
も
上
り
、
独
占
、

寡
白
品
目
も
一
七

O
Oを
超
え
て
い
る
@
さ
ら
に
「
財
閥
」
(
四
六
大
グ

ル
ー
プ
)
が
占
め
る
商
品
の
生
産
性
付
加
価
値
率
ハ
製
造
業
〉
は
、
全
商
品
中

の
約
三
九
・
八
%
で
あ
り
、
「
財
関
」
系
企
業
で
働
い
て
い
る
労
働
者
は

約
百
七
万
人
、
(
全
一
層
用
者
の
四
四
%
)
そ
の
家
族
等
も
含
め
る
と
約
二
、
三

百
万
人
以
上
が
、
「
財
閥
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
計
を
立
て
て
い
る
こ

一一一
一
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一
孟
守
門
一
九
八
七
年
υ「

財
閥
」
は

と
に
な
る
・
も
は
や
韓
国
の
社
会
・
経
済
状
況
に
と
っ
て
、

な
く
て
は
な
ら
な
い
穿
在
だ
と
一
一
寄
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

し
か
し
、
韓
国
経
済
の
中
に
こ
の
よ
う
な
確
固
た
る
地
位
を
確
立
し
て

い
る
「
財
関
」
も
、
そ
の
創
業
の
歴
史
は
極
め
て
浅
い
@
五

O
大
「
財
閥
」

の
創
業
年
を
見
て
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
九
四
五
年
以
降
、
す
な
わ

ち
、
韓
国
が
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
て
以
降
で
あ

る
〈
実
際
に
、
『
.
財
調
」
と
し
て
の
地
伎
を
確
立
す
る
の
は
さ
ら
に
後
で
あ
る
可

こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
財
閥
が
一

0
0年
以
上
か
か
っ
て
成
長
・
発
展
し

て
き
た
こ
と
と
比
較
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
歴
史
が
い
か
に
浅
い
か
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
@

こ
う
し
た
歴
史
の
浅
い
つ
財
閥
」
が
、
な
ぜ
短
期
間
で
今
日
の
よ
う
な

確
固
た
る
地
位
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
分

析
・
解
明
す
る
の
が
、
本
論
文
の
第
一
の
課
題
で
あ
る

Q

す
な
わ
ち
、
他

の
諸
国
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
発
展
し
て
来
た
な
ら
ば
、
も

っ
と
多
く
の
時
間
と
、
異
な
っ
た
成
長
を
遂
げ
た
で
あ
ろ
う
@
し
か
し
、

韓
国
の
「
財
閥
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
短
時
日
内
に
、
し
か
も
巨
大
化
し

た
の
で
あ
る
@
そ
こ
じ
は
、
経
済
的
側
面
だ
け
で
は
な
い
、
経
済
外
的
要

因
が
か
な
り
あ
っ
た
窓
口
で
あ
る
@
そ
れ
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
韓
国

型
「
財
閥
」
の
特
徴
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
@
さ
ら
に
、
第
一
の
課
題

と
の
関
速
か
ら
、
「
財
閥
」
と
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
特
に
、
朴
正
照

政
権
の
下
で
の
経
済
政
策
を
ど
の
よ
う
に
「
財
関
」
が
遂
行
し
て
行
っ
た

の
か
と
い
う
点
か
ら
分
析
す
る
@
す
な
わ
ち
、
一
九
六
一
年
、
軍
事
ク
ー

デ
タ
ー
と
い
う
非
正
常
な
形
で
政
権
の
座
に
つ
い
た
朴
正
熊
少
将
ハ
当
時
V

一一一一一

主要七六財閥創業年

財閥名 創業年 創業会社 総帥名

現代 1950.1.10 現代建設 鄭周永

双龍 1948. 金星紡織 金錫元

ラッキー金星 1947.1.5 側ラヅキー 兵滋糠

鮮京 1953.10.1 鮮京 建鐘賢

大宇 1967. 大宇 金宇中

三塁 1952.1.11 三塁物産 李乗詩

ロッテ製葉 手格治

表 1

注:具滋曝氏のみ創業者である父親の故兵仁会氏の後をついだ二位総帥である。



に
と
っ
て
、
自
ら
の
政
権
の
正
当
性
・
合
法
性
を
確
立
・
強
化
す
る
た
め

に
は
、
韓
国
民
を
納
得
さ
せ
る
大
義
名
分
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
@

そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
経
済
の
近
代
化
」
で
あ
り
「
経
済
開
発
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
@
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
が
積
極
的
に

経
済
活
動
に
参
与
し
、
自
ら
の
意
志
を
遂
行
す
る
推
進
母
体
(
H

「
財
閥
」
)

が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
家
と
「
財
閥
」
と
の
関
孫

は
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
へ
と
発
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
こ
そ
、
韓
国
資
本
主
義
の
性
格
と
構
造
ハ
そ

の
変
遷
過
程
も
含
め
て
〉
を
解
く
鍵
と
な
り
得
る
と
考
え
る
@

以
上
が
本
論
文
の
-
課
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
財
閥
」
の
性
格
あ
る

い
は
国
家
と
「
財
閥
」
と
の
関
係
を
分
析
し
て
行
く
上
で
、
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
財
閥
」
研
究
に
お
け
る
制
約
性
・
困
難
牲
に

つ
い
て
で
あ
る
@
す
な
わ
ち
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
に
「
財
閥
」

に
対
す
る
研
究
が
充
分
に
発
達
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
研
究
の
蓄
積

が
少
な
い
と
同
時
に
「
財
閥
」
の
実
像
を
描
き
出
す
ほ
ど
の
資
料
が
充
分

に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
@
な
ぜ
、
韓
国
に
お
い
て
は
「
財
閥
」
研
究

が
進
ん
で
い
な
い
の
か
@
そ
の
理
由
と
し
て
、
朴
東
淘
氏
は
①
実
証
資
料

の
不
足
、
②
経
営
史
分
野
で
の
論
拠
を
進
め
る
段
階
で
、
経
営
史
な
い
し

(
1〉

は
企
業
家
史
の
叙
述
に
多
少
の
無
理
が
伴
う
た
め
、
と
述
べ
て
い
る
。
①

に
関
し
て
き
ロ
う
と
、
現
在
の
韓
国
の
「
財
関
」
系
企
業
は
、
い
ま
だ
に
非

上
場
』
株
式
非
公
開
企
業
が
多
く
ハ
例
え
ば
、
主
要
一
六
大
「
財
閥
」
の
系
列

企
業
四
四
四
社
中
、
上
場
企
業
が
八
三
社
、
一
八
・
七
労
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
非

上
場
企
業
は
実
に
三
六
一
社
、
八
一
・
三
%
に
も
上
る
)
、
「
財
閥
」
そ
の
も
の

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
震
と
役
割

の
実
体
が
十
分
把
握
で
き
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
端

的
に
示
し
た
の
が
、
一
九
八
四
年
に
韓
国
の
税
務
局
が
中
心
と
な
っ
て
調

査
し
た
「
財
閥
」
系
列
企
業
数
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
従
来
知
ら
れ
て
い
た

「
財
閥
」
系
企
業
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
@
例
え
ば
、
現
代
グ
ル
ー
プ
は
従
来
系
列
企
業
は
三
八
社
と
一
言
わ

れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
そ
れ
よ
り
四
社
多
い
四
二
社
、
犬
字
も
ゴ
一
二
社

と
言
わ
れ
て
き
た
の
が
実
際
に
は
四
六
社
で
あ
り
、
三
塁
は
三
八
社
が
五

二
社
、
鮮
京
は
一
六
社
が
二
六
社
、
国
際
三
九
八
五
年
一
一
月
倒
産
)
は
ニ
ニ

ハ
Z
〉

祉
が
一
三
社
等
々
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
@
こ
の
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
よ
告
に
、
「
財
閥
」
系
企
業
数
す
ら
満
足
に
把
握
で
き
な
い
状
況

で
は
、
そ
れ
以
上
の
内
部
に
立
ち
入
っ
た
実
証
研
究
な
ど
、
何
を
か
況
ん

や
で
あ
る
@
ま
た
、
②
に
関
し
て
も
、
「
財
閥
」
は
政
府
と
の
つ
な
が
り

が
極
め
て
強
い
の
で
、
立
ち
入
っ
て
研
究
・
言
及
で
き
な
い
部
分
が
多

く
、
そ
の
た
め
「
財
閥
」
の
総
帥
の
半
生
を
描
い
た
人
物
史
的
な
研
究
が

多
く
な
っ
て
い
る
@

こ
う
し
た
結
果
、
い
ま
だ
に
韓
国
の
研
究
者
の
簡
に
は
「
財
閥
」
に
対

す
る
明
確
な
定
義
す
ら
定
着
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
「
財
関
」
を
独
占
資

本
、
あ
る
い
は
大
企
業
と
同
一
視
し
て
扱
っ
て
い
る
場
合
が
殆
ど
で
あ

る
@
し
た
が
う
て
、
こ
こ
で
も
「
財
関
」
の
性
格
規
定
そ
の
も
の
が
主
要

課
題
で
は
な
い
以
上
、
こ
れ
以
上
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
、
「
財
閥
」

と
い
う
意
味
も
、
家
族
・
同
族
を
中
心
と
し
た
半
封
建
的
な
資
本
の
所
有

関
係
と
経
営
形
態
を
有
す
る
多
角
的
大
企
業
家
集
団
、
と
い
う
範
囲
に
と

ど
め
て
お
く
@
ま
た
、
「
財
閥
」
系
企
業
と
大
企
業
と
い
う
使
い
方
も
、

一一一一一一
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O
巻
三
号
(
一
九
八
七
年
〉

16大財閥系列企業状況

i系列企業総数|上場|非上場

現代 42 
I 5 I 

37 

大字 46 
I 8 I 

38 

三塁 45 
I 10 I 

35 

52 
I 14 I 

38 

鮮京 26 
I 2 I 

24 

双龍 19 1 3 I 

16 

韓進 14 
I 5 1 ~ 

国際 31 
I 4 I 

27 

大林 12 1 2 I 

10 

暁星 30 
13i m 

韓国火薬 | 21 

斗山 21 ¥ 5 I 
16 

東亜 25 
I 3 I 

22 

錦湖 16 1 6 I 
10 

ロッア 担 1 3 1 21 

18 

計 444 I 83 I 361 

表 Z現
在
韓
国
で
持
ち
い
ら
れ
て
い
る
使
い
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
に

す
る
@

最
後
に
、
韓
国
で
「
財
閥
」
を
取
り
扱
っ
た
研
究
の
多
く
が
、
「
財
関
」

の
総
帥
個
人
を
描
い
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
な
内
容
で
あ
っ
た
り
、
内
部

に
立
ち
入
っ
た
も
の
で
も
「
財
閥
」
系
企
業
の
財
務
構
造
を
初
め
と
し
た

経
営
状
態
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
が
多
く
、
「
財
閥
」
が
短
期
間
で
巨
大

化
す
る
の
に
手
を
貸
し
た
国
家
の
性
格
に
主
眼
を
置
い
た
研
究
は
殆
ど
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文

の
意
義
は
従
来
の
研
究
の
上
に
、
国
家
の
性
格
と
そ
れ
と
「
財
閥
」
と
の

二
一
四

出典:東亜日報， 1984.4.14付

関
係
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
経

済
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
と
ど
ま
ら
な
い
政

治
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
所
に

あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
観
点
に
立
っ
て
、
「
財
閥
」

の
成
長
要
因
並
び
に
、
「
財
閥
」
と
国

家
と
の
関
係
を
、
特
に
朴

E
照
政
権
時

代
ハ
一
九
六
一

l
一
九
七
九
年
)
に
焦
点
を

あ
て
て
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す

る
@(

1

)

朴
東
淘
「
韓
国
財
閥
の
形
成
と
発

展
」
(
『
財
閥
白
書
l
韓
国
財
閥
の
き
の

う
と
今
日
、
そ
し
て
明
日
』
第
一
巻
一

九
八
三
年
、
図
書
出
版
ハ
ン
メ
夕
、
一

一
八
頁
。
〉

〈

2
〉
韓
国
東
E
日
報
、
-
九
八
四
年
四
月
一
四
日
付
。

〈

3
〉
「
財
閥
」
の
生
成
過
程
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
と
、
「
財

閥
」
を
理
論
・
実
証
の
両
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
も
の
に
、
朱
宗
担
『
財
閥
経
済
論
』

正
音
文
化
社
、
}
九
八
五
年
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
韓
国
の
「
財
閥
」

研
究
で
は
、
隅
谷
三
喜
男
編
『
韓
国
の
企
業
経
営
』
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

一
九
七
七
年
。
伊
藤
正
二
編
『
公
開
講
座
発
展
途
上
国
の
財
関
』
、
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
、
一
九
八
三
年
等
が
あ
る
。



第
一
章

「
財
閥
」
の
変
遷
過
程

第
一
節
李
承
晩
政
権
時
代
の
「
財
閥
」

李
承
晩
政
権
三
九
四
八

l
一
九
六
O
年
)
の
「
財
閥
」
の
特
徴
を
一
言
で

一
一
言
う
と
、
「
特
恵
財
閥
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
日
本
帝
国
主
義

か
ら
の
解
放
三
九
四
五
年
〉
以
降
、
李
承
晩
政
権
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た

日
本
帝
国
主
義
の
帰
属
財
産
の
安
価
な
払
下
げ
、
政
府
所
有
ド
ル
の
優
先

的
貸
付
け
、
特
恵
融
資
、
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
物
資
(
主
と

し
て
小
麦
、
原
線
、
原
緒
、
原
毛
等
)
の
優
先
的
・
廉
価
払
下
げ
じ
よ
っ
て
、

経
済
力
基
盤
を
獲
得
し
発
展
し
て
き
た
一
財
閥
」
で
あ
る

Q

彼
ら
は
当

初
、
中
小
規
模
(
或
い
は
零
細
規
模
)
の
企
業
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
「
財

閥
」
へ
と
成
長
し
て
行
く
が
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
一
九
四
五
年

以
降
、
特
に
韓
国
動
乱
が
終
わ
っ
た
一
九
五
三
年
以
降
、
李
承
晩
政
権
が

焦
土
と
化
し
た
国
土
を
一
再
興
す
る
」
と
い
う
政
策
に
、
う
ま
く
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
@
換
言
す
れ
ば
、
優
先
的
に
援
助
物
資
の

払
下
げ
や
、
特
恵
融
資
、
帰
属
財
産
の
払
下
け
を
受
け
る
た
め
に
、
積
極

的
に
李
承
晩
政
権
と
結
託
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
@
つ
ま
り
、
李
承
晩
政

権
時
代
の
「
財
閥
」
の
蓄
財
の
源
泉
は
、
①
輸
入
割
当
及
び
輸
入
許
可
の

非
競
争
的
割
当
、
②
日
本
帝
国
主
義
が
残
し
て
い
っ
た
帰
属
財
産
の
廉
価

講
入
、
②
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
資
金
及
び
物
資
の
選
別
的
割
当
、
③
特

恵
的
処
理
銀
行
融
資
、
①
戦
後
復
興
の
た
め
の
政
府
及
び
米
軍
と
の
契
約

時
の
非
競
争
的
特
恵
の
獲
得
等
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
李

承
娩
政
権
と
「
財
閥
」
が
、
必
要
以
上
に
癒
着
・
結
託
し
て
い
た
か
ら
で

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

あ
る
@
そ
れ
ば
か
り
か
、
援
助
物
資
を
持
っ
て
加
ヱ
業
に
進
出
し
た
先
発

企
業
は
、
ほ
と
ん
ど
無
競
争
の
状
態
で
短
時
日
内
に
市
場
を
独
占
的
に
獲

得
・
確
保
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
@

こ
う
し
た
結
果
、
李
承
晩
政
権
と
「
対
閥
」
と
の
間
で
、
不
正
・
腐
敗

が
横
行
す
る
よ
う
に
な
る
@
つ
ま
り
、
「
財
閥
」
は
政
府
と
結
託
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
利
潤
を
獲
得
し
、
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
@

さ
ら
に
、
当
時
の
「
財
閥
」
の
利
潤
の
源
泉
を
見
る
と
、
そ
れ
は
生
産

過
程
と
い
う
よ
り
は
流
通
過
程
が
主
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ

か
ら
導
入
さ
れ
る
援
助
物
資
の
大
半
は
最
終
消
費
財
、
も
し
く
は
原
料
で

あ
っ
た

Q

こ
れ
ら
の
援
助
物
資
を
「
財
閥
」
は
砕
い
府
か
ら
安
く
払
下
げ
ら

れ
た
り
、
あ
る
い
は
加
工
し
そ
れ
を
国
内
市
場
で
お
く
販
売
す
る
こ
と
に

よ
り
、
利
潤
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
得
た
利
潤
は
生

産
過
程
へ
投
下
さ
れ
る
の
だ
は
な
く
、
土
地
投
機
、
高
利
貸
付
け
へ
と
回

わ
さ
れ
た
@
つ
ま
り
、
彼
ら
「
財
閥
」
は
「
主
と
し
て
投
機
、
価
格
操
作
、

脱
税
及
び
累
積
さ
れ
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
等
の
よ
う
な
『
非
合

坦
的
』
過
程
を
還
し
て
、
資
本
を
蓄
積
し
た
」
の
で
あ
り
、
「
こ
の
よ
う

な
過
程
で
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
彼
、
り
が
政
治
的
寄
付
の
代
価
と
し
て
、

(

1

)

 

経
済
的
特
恵
を
得
る
た
め
に
政
治
的
経
帯
を
利
用
し
た
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
「
財
閥
」
は
李
承
晩
政
権
と
の
癒
着
・
結

託
を
通
じ
て
、
商
人
資
本
的
性
格
を
色
濃
く
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
代
表
的
な
「
財
閥
」
と
し
て
は
、
三
星
、
一
二
穫
、
双
龍
、
那
林
、
大

韓
、
ラ
ッ
キ
ー
等
が
あ
る
a

こ
の
よ
う
な
商
人
資
本
的
性
格
を
帯
び
た
「
財
閥
」
の
成
長
は
、
何
ら

二
一
五
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(
一
九
八
七
年
)

国
民
経
済
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
@
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
「
財
閥
」
が
獲
得
し
た
利
潤
が
再
生
産
過

程
へ
投
下
さ
れ
な
い
以
上
、
「
財
閥
」
が
行
な
う
経
済
活
動
へ
の
民
衆
参

与
、
そ
れ
に
よ
る
国
内
市
場
の
拡
大
は
も
と
よ
り
、
韓
国
経
済
成
長
そ
の

も
の
に
寄
与
し
な
い
か
ら
で
あ
る
〈
い
わ
ゆ
る
富
益
宮
、
貧
益
貧
の
拡
大
再
生

産
構
造
の
確
立
U

。

そ
れ
ば
か
り
か
逆
に
、
「
財
閥
」
に
対
す
る
民
衆
不
満
、
李
承
晩
政
権

に
対
す
る
民
衆
不
信
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
@

こ
う
し
た
李
承
晩
政
権
と
「
財
関
」
と
の
癒
着
関
係
の
強
化
と
、
民
衆

不
満
と
の
葛
藤
の
中
で
、
韓
国
内
の
経
済
構
造
ハ
そ
れ
は
「
財
閥
」
の
性
格
を

も
根
底
か
ら
変
え
る
・
も
の
で
あ
っ
た
〉
の
変
化
を
求
め
る
出
来
事
が
生
じ
る
。

い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
政
策
の
変
更
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
一
九
五

0
年
代
後
半
以
降
、
顕
在
化
し
て
き
た
ド
ル

の
大
量
散
布
に
よ
る
ド
ル
危
機
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
韓
政
策
の
変
更
を
余

儀
な
く
さ
せ
た
@
つ
ま
り
、
従
来
週
り
の
援
助
政
策
で
は
な
く
、
韓
国
内

に
自
力
で
経
済
政
策
を
立
案
し
、
遂
行
で
き
る
基
盤
を
造
成
し
、
彼
ら
を

し
て
韓
国
経
済
の
「
自
立
化
」
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
@
こ
の

こ
と
は
韓
国
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
今
ま
で
利
潤
の
源
泉
で
あ
っ
た
援
助

物
資
の
導
入
が
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
潤
が
大
憶
に
減
少
し
、
そ

れ
に
対
応
す
る
た
め
に
も
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
利
潤
源
泉
を
獲
得
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

9

こ
の
時
期
、
韓
国
内
で
多
く
の
経
済
政
策
立
案
者
、
企
業
家
か
ら

f
目

立
経
済
d

と
い
う
言
葉
が
叫
ば
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ

一
一
一
六

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
e

し
か
し
、
当
時
の
李
承
晩
政
権
に
は
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
経
済
の
発

展
段
階
に
移
行
す
る
考
え
も
、
そ
れ

b
に
対
応
す
る
能
力
も
な
か
っ
た
@

こ
の
よ
う
な
、
様
々
な
問
題
が
国
内
で
露
呈
す
る
中
、
一
九
六

O
年
四

月
一
九
日
、
李
承
晩
政
権
は
学
生
を
中
心
と
す
る
韓
国
民
衆
の
力
に
よ
っ

て
倒
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
a

し
た
が
っ
て
、
李
承
晩
政
権
崩
壊
の
経
済
的
要
因
は
、
国
民
経
済
の
形

成
・
発
展
に
何
ら
寄
与
す
る
こ
と
の
な
い
「
財
閥
」
を
中
心
と
し
た
経
済

政
策
へ
の
固
執
と
、
そ
れ
に
対
し
て
新
た
な
経
済
構
造
の
段
階
へ
の
移
行

を
求
め
る
「
財
閥
」
と
の
対
立
。
さ
ら
に
は
、
旧
態
依
然
の
ま
ま
の
経
済

政
策
ハ
そ
札
に
よ
る
民
衆
搾
取
、
抑
圧
)
に
対
す
る
民
衆
不
満
の
爆
発
等
に
あ

っ
た
と
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
@

第
二
節
朴
正
照
政
権
時
代
の
「
財
閥
」

こ
れ
に
対
し
、
朴
正
照
政
権
時
代
三
九
六
一

i
一
九
七
九
年
)
の
「
財
閥
」

の
性
格
は
か
な
り
異
な
る
。
そ
れ
は
朴
正
照
政
権
存
続
、
強
化
の
た
め

の
、
経
済
的
基
盤
と
い
う
側
商
が
強
い
。
す
な
わ
ち
一
九
六
一
年
、
軍
事
ク

ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
政
権
の
座
に
つ
い
た
朴
正
照
少
将
ハ
当
時
U

は
、
自
ら

の
政
権
の
正
当
性
・
合
法
性
を
確
立
(
そ
こ
に
は
政
治
体
制
と
し
て
の
軍
事
独

裁
政
権
登
場
の
正
統
性
の
強
調
も
含
ま
れ
る
)
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
朴
正
照
少
将
に
よ
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
う
非
正
常
な
政
権
獲
得

手
段
は
、
そ
れ
以
前
に
韓
国
民
衆
が
持
っ
て
い
た
軍
に
対
す
る
考
え
方
、

す
な
わ
ち
寧
の
中
立
性
1
政
治
へ
の
不
介
入
主
義
と
い
う
考
え
方
を
否
定

す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
@
し
た
が
っ
て
、
民
衆
の
聞
か
ら
は
李
承



晩
政
権
崩
壊
後
の
一
年
間
の
政
治
的
混
乱
を
収
束
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、

朴
正
照
政
権
の
登
場
に
期
待
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
軍
部
に
よ
る
政
治
支

配
と
い
う
反
作
用
を
恐
れ
る
芦
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

朴
正
照
政
権
は
政
権
獲
得
以
後
も
、
一
貫
し
て
「
政
治
・
社
会
的
混
乱
が

終
わ
り
次
第
、
民
政
移
管
を
実
施
す
る
」
と
一
吉
い
続
け
〈
し
か
し
、
こ
れ
が

鹿
偽
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
執
権
一
人
年
間
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で

あ
ろ
う
て
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
正
当
性
・
令
法
性
と
政
権
と
し
て
の
正

統
性
を
笑
体
あ
る
も
の
と
し
て
広
く
韓
国
民
衆
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
@
そ
の
実
体
と
は
何
か

G

そ
れ
は
経
済
の
近
代
化
で
あ

る
@
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
李
承
晩
政
権
崩
壊
の
一
要
因
に
経

済
的
要
因
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
に
当
時
三
九
六
二
年
〉
の
韓
国
に

お
け
る
一
人
当
り
G
N
P
は
八
二
ド
ル
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
も
最
貧

国
の
位
置
に
あ
っ
た
@
そ
の
結
果
、
生
活
苦
か
ら
く
る
民
衆
不
満
と
経
済

再
建
へ
の
渇
望
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
@

で
は
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
不
満
・
渇
望
を
満
た
し
得
る
経
済
開
発
と

は
何
ど
っ
た
の
か
@
そ
れ
は
、
民
間
主
導
の
経
済
開
発
で
は
な
く
、
国
家

主
導
の
下
で
の
計
画
経
済
を
取
り
入
れ
、
し
か
も
狭
険
な
国
内
市
場
で
は

な
く
、
世
界
市
場
で
の
安
価
な
商
品
販
売
を
目
的
と
し
た
、
輸
出
主
導
型

経
済
開
発
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
軍
部
出
身
の
朴
軍
照
政
権
自
体
、
経
済

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
で
も
な
け
れ
ば
、
莫
大
な
資
本
を
保
有
し
て
い
る
企
業

家
で
も
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
朴
正
照
政
権
の
経
済
政
策
(
輸
出
主
導
型
経
済
政
策
)
を
積

極
的
に
文
え
る
経
済
力
基
盤

l
「
財
閥
」
の
再
編
・
強
化
が
急
が
れ
た
の

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

で
あ
る
@
し
か
し
、
当
時
の
「
財
閥
」
は
前
記
で
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
の
援
助
物
資
の
安
価
な
払
下
げ
を
基
に
し
て
利
滴
を
獲
得
す
る
商

品
資
本
的
性
格
が
強
く
、
国
民
経
済
に
何
ら
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
@
だ
が
、
当
時
の
「
財
閥
」
が
国
民
経
済
形
成
に
何
ら
寄
与
せ
ず
、
し

か
も
経
済
的
基
盤
も
脆
弱
な
商
人
資
本
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
は
い

え
、
韓
国
社
会
の
中
で
、
唯
一
「
資
本
」
と
し
て
の
形
態
を
維
持
し
て
い

た
た
め
に
、
朴
正
照
政
権
と
し
て
も
彼
ら
「
財
閥
」
の
存
在
を
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
彼
ら
「
財
閥
」
を
朴
正
際
政
権
下
で
の
経

済
政
策
を
充
分
に
担
い
切
れ
る
よ
う
に
改
編
・
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
@

し
か
し
、
民
衆
不
満
を
緩
和
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
国
民
経
済
に
寄

与
し
得
る
ハ
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
朴
正
熊
政
権
の
正
統
性
を
も
確
立
し
得
る
〉
よ

う
に
「
財
閥
」
を
改
編
・
強
化
す
る
に
は
、
生
産
力
の
発
展
を
促
し
つ
つ

徐
々
に
変
化
し
て
行
く
の
を
待
つ
と
い
う
よ
う
な
漸
次
的
、
自
然
発
生
依

存
的
形
態
変
化
で
は
な
く
、
経
済
力
基
盤
・
生
産
力
基
盤
を
一
気
に
変
え

て
し
ま
う
よ
う
な
経
済
外
的
強
制
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
@
そ
の
具

体
的
方
法
と
し
て
、
「
不
正
蓄
財
処
理
」
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
@

こ
の
「
不
正
蓄
財
処
理
」
問
題
は
、
様
々
な
粁
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も

「
財
調
」
調
達
者
三

O
人
に
対
し
、
ち
よ
そ
四
二
億
二
八

O
O
万
ウ
ォ
ン

の
「
不
正
蓄
財
」
還
収
金
を
求
め
(
実
際
に
還
収
さ
れ
た
額
は
、
全
体
の
約
八

二
・
三
Mm
に
あ
た
る
=
一
九
億
九
五

O
O万
ウ
ォ
ン
で
あ
っ
た
て
「
財
関
」
独
自

の
資
金
調
達
源
泉
で
あ
っ
た
銀
行
を
国
有
化
ハ
そ
の
内
容
は
国
家
に
よ
る
株
式

所
有
と
銀
行
長
の
任
命
〉
し
た
の
で
あ
る
ハ
表

3
Y

二
一
七



立
教
経
済
学
研
究
第
四

O
巻
三
号
(
一
九
八
七
年
)

二
一
八

(単位:千ウォン〉

|通告額 i現金 1;7e引銀行株|現物|国有化| 備考

京城紡績 3，123 8，123 700 納期内完了

全南紡績 13，781 8，659 5，122 向上

東洋紡績 25，746 25，579 166 向上

和信産業 9，988 9，708 280 向上

i韓国教科書 15，000 14，725 275 向上

韓国ガラス 62，744 47，544 7，398 7，802 向上

大林産業 9，662 9，662 向上

柳韓洋行 5，000 5，000 向上

起亙産業 5，000 3，908 1，091 完納

事章毘タイヤ 5，000 5，000 完納

大韓洋灰 386，971 355，195 29，444 2，025 1963.4.26完納

極東海運 128，310 95，112 1963.7.3完納

全ナ|、|紡績 48，485 26，987 21，497 1962.12.10完納

北三化学 124，908 761 124，146 同上

!大韓中央産業 10，000 5，890 4，109 1963.1. 29宗納

第一毛織 800，021 687，330 112，691 1963.12.31完納

三義妨績 361，408 268，129 93，279 同上

朝鮮綿織 54，570 29，307 5，263 向上

東洋セメント 316，561 312，298 2，236 2，025 1964.9.17完納

大韓重機 6，000 6，000 1964.7.14完納

大韓紡績 481，421 475，950 5，672 1964.8.4完納

金星紡績 143，067 141，777 1，290 工場建設完了後

三養社 35，527 34，127 1，400 現金納付

楽喜化学 95，944 ヱ場建設進行中

大韓製粉 211，094 54，118 
泰昌紡績 1，254，771 175，~ 96，572 欠損予定83，885
東立産業 27，521 3，443 48，092 欠損予定152，786
大旺建設 141，734 1，521 
中央産業 8~， ~~~I 53， 055 未納

韓国鋼業 5，000 551 未納

計

不正蓄財還収状況

|いμ山川4，2ω，2幻228，

出典..東東車目報「新東亜J，1964年12月号より作成。

表 3



「
不
正
蓄
財
処
理
」
問
題
の
上
記
の
よ
う
な
解
決
方
法
は
、
朴
正
照
政

権
の
正
当
性
・
合
法
性
の
確
立
(
経
済
の
近
代
化
)
に
と
っ
て
、
極
め
て
有
効

で
あ
っ
た
@
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
「
不
正
菩
財
処
理
」
問
題
解
決
過
裡
で

還
収
し
た
資
金
を
、
経
済
開
発
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
還
収
金
の
内
容
と
し
て
は
基
本
的
い
は
現
金
還
収
を

原
則
と
し
た
が
、
現
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

朴
正
照
政
権
が
新
た
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
新
規
産
業
部
門
へ
の
設
備

投
資
1
工
場
建
設
ハ
あ
る
い
は
提
供
)
と
い
う
形
態
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
朴
正
照
政
権
は
自
ら
莫
大
な
資
本
を
投
資
す
る
こ
と
な

く
、
経
済
開
発
に
着
手
し
、
「
高
度
経
済
成
長
」
の
基
盤
を
形
成
す
ろ
こ

と
が
で
き
た
の
だ
あ
る
。
第
二
に
、
そ
し
て
こ
れ
が
最
も
重
要
な
こ
と
で

あ
る
が
、
銀
行
の
固
有
化
に
よ
っ
て
「
財
閥
」
を
朴
正
照
政
権
の
下
に
隷

属
さ
せ
る
(
少
な
く
と
も
資
金
面
に
お
い
て
は
〉
物
理
的
条
件
を
作
り
出
し
た

か
ら
で
あ
る
@
す
な
わ
ち
、
朴
正
照
政
権
が
い
く
ら
経
済
外
的
強
制
を
行

使
し
、
「
財
閥
」
の
力
を
弱
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
低
開
発
国
・
韓
国

が
経
済
発
展
を
目
指
す
上
で
、
彼
ら
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
「
財
閥
」
に
経
済
活
動
を
自
由
に

行
な
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
朴
正
照
政
権
が
目
指
す
経
済
開
発
の
方
向
と
は

逆
の
方
向
に
進
ん
だ
り
、
時
に
は
利
害
関
係
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
可
能

性
さ
え
あ
る
@
そ
の
よ
う
な
状
況
を
防
ざ
、
ひ
い
て
は
朴
正
照
政
権
が
推

し
進
め
る
経
済
政
策
の
積
極
的
推
進
母
体
と
す
る
た
め
に
は
、
「
財
閥
」

独
自
の
資
金
調
達
源
泉
〈
企
業
規
模
拡
張
の
た
め
の
資
金
源
泉
)
を
掌
握
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
銀
行
の
固
有
化
は
大
い
に
役
立
つ

韓
国
経
済
の
発
辰
巳
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
過
程
を
還
し
て
、
朴
正
照
政
権
は
「
財
閥
」
の
形
態
を
朴
正
照

政
権
の
経
済
政
策
を
積
極
的
に
担
う
よ
う
に
改
編
・
強
化
し
た
の
で
あ

る。
こ
う
し
た
朴
正
照
政
権
の
権
力
掌
握
過
程
は
ま
た
、
「
財
閥
」
の
性
格
を

も
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
に
輸
出
主
導

型
経
済
を
展
開
す
る
た
め
の
強
蓄
積
ハ
巨
大
企
業
の
新
設
と
既
存
企
業
の
規
模

拡
大
〉
は
、
韓
国
内
に
(
世
界
市
場
自
当
で
は
あ
る
が
〉
荷
品
生
産
の
た
め
の

再
生
産
構
造
を
む
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
利
潤
の
源
泉
も
流
通
過
程
か
ら

生
産
過
程
へ
と
移
行
し
始
め
る
の
で
あ
る
@
そ
れ
は
「
財
閥
」
の
性
格

が
、
以
前
の
商
人
資
本
的
性
格
か
ら
産
業
資
本
的
性
絡
へ
と
移
行
し
始
め

た
こ
と
を
意
味
す
る
@
そ
の
代
表
的
な
「
財
閥
」
と
し
て
、
現
代
、
大

字
、
韓
進
、
東
亜
、
暁
屋
、
味
元
、
韓
一
合
織
、
コ

i
ロ
ン
、
ロ
ッ
テ
、

錦
湖
、
三
和
、
大
農
、
大
林
、
新
進
、
国
際
商
事
(
一
九
八
五
年
二
月
倒
産
)

ソ
ウ
ル
通
信
等
が
あ
る
ハ
現
在
の
主
要
な
「
財
閥
」
は
、
殆
ど
こ
の
時
期
に
成
長

し
た
「
財
閥
」
で
あ
る
Y

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
「
財
閥
」
グ
ル
ー
プ
の
成
長
過
程
を
見

る
と
、
自
力
で
拡
大
・
強
化
し
て
き
た
と
い
う
よ
り
は
、
「
作
ら
れ
た
財

閥
」
と
い
う
表
現
が
当
て
は
ま
る
成
長
過
程
で
あ
る
@
そ
れ
は
ま
さ
し
く

朴
亙
照
政
権
の
維
持
・
強
化
の
た
め
の
経
済
基
盤
と
し
て
「
財
関
」
を
育

成
・
拡
大
さ
せ
て
き
た
と
き
守
え
る
で
あ
ろ
う
@
つ
ま
り
、
韓
国
経
済
の

「
高
度
経
済
成
長
」
の
た
め
の
経
済
政
策
ハ
輸
出
主
導
型
経
済
政
策
〉
を
積

極
的
に
担
い
、
展
開
し
て
き
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
財
調
」
で
あ
る

二
一
九
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〉

が
、
そ
の
「
財
閥
」
を
保
護
・
育
成
し
て
き
た
の
は
、
「
財
閥
」
自
身
で

は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
朴
正
照
政
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
@
彼
は
自
ら
の
政
権

の
正
当
性
・
合
法
性
を
確
立
し
、
ひ
い
て
は
政
慌
の
延
命
を
図
る
上
で
の

経
済
力
基
盤
と
し
て
「
財
閥
」
を
位
置
づ
け
、
積
極
的
に
利
用
し
た
の
で

あ
る
@
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
朴
五
照
政
権
自
ら
が
経

済
外
的
に
よ
る
経
済
構
造
の
掌
握
・
変
革
と
銀
行
資
本
の
把
握
に
よ
っ
て

国
家
資
本
と
し
て
機
能
し
た
か
ら
で
あ
る
@

換
言
す
る
な
ら
ば
、
韓
国
資
本
主
義
が
発
展
し
て
き
た
過
程
は
、
単
な

る
国
家
資
本
主
義
的
発
展
で
は
な
く
、
国
家
資
本
(
H
朴
正
照
政
権
〉
が
「
財

閥
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
隷
属
た
ら
し
め
て
行
く
過
程
で
、
発
展
し
て
行

っ
た
と
平
一
言
、
え
る
。
そ
れ
は
他
方
で
は
開
発
の
た
め
に
独
裁
が
必
要
と
ぎ
れ

た
と
い
う
よ
り
は
、
独
裁
の
た
め
に
開
発
が
必
要
と
さ
れ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
ハ
特
に
、
一
九
六
0
年
代
に
か
け
て
は
、
そ
の
よ
う
な
側
面
が
強
い

Y

と
う
し
た
朴
正
照
政
権
ハ
H
閏
家
資
本
〉
へ
の
「
財
閥
」
の
支
配
・
隷
属

関
係
が
確
立
し
得
た
背
景
は
何
か
@
そ
れ
は
第
)
に
は
、
李
承
晩
政
権
当

時
。
「
財
閥
」
が
、
ア
メ
リ
力
か
ら
の
援
助
物
資
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
臆
弱
な
体
費
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
@
そ
れ
は
自
立
的
再
生
産
構
造

ハ
一
方
で
は
国
内
市
場
の
拡
大
を
前
提
と
し
て
υ
を
確
立
す
る
こ
と
な
く
、
商
品

の
販
売
を
通
し
て
利
潤
を
獲
得
す
る
と
い
う
寄
生
性
を
特
徴
と
し
て
い

た
@
そ
の
た
め
狭
隆
な
樟
国
圏
内
市
場
の
下
で
は
、
す
ぐ
に
限
界
に
ぶ
つ

か
り
、
さ
ら
に
は
、
当
時
削
減
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助

物
資
は
、
「
財
閥
」
の
体
質

a寄
生
性
の
転
換
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
@
第
二
に
、
朴
正
照
政
権
が
、
そ
の
よ
う
な
寄
生
型
「
財
閥
」
に

ニニ
O

対
す
る
民
衆
不
満
を
、
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
@
つ

ま
り
、
朴
正
際
政
権
の
真
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
別
と
し
て
、

「
財
閥
」
に
対
す
る
一
連
の
措
援
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
正
当
化
・
合

法
化
す
る
上
で
、
大
い
に
役
立
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
こ
と
だ
ろ

う
@
第
一
一
一
に
、
ア
メ
リ
カ
自
身
が
「
特
恵
財
閥
」
以
上
に
朴
正
際
政
権
を

支
援
す
る
政
策
に
転
換
し
た
と
い
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五

0
年
代

後
半
か
ら
始
ま
っ
た
ド
ル
の
大
量
散
布
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
危
機

は
、
韓
国
に
対
す
る
直
接
的
支
配
か
ら
日
本
に
よ
る
肩
代
り
と
、
韓
国
自

身
の
「
自
立
的
」
発
展
を
促
す
政
策
へ
と
転
換
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
経
済
の
自
立
的
近
代
化
を
展
開
し
得
る
政
権
と
、
推
進
母
体

の
確
立
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
@

こ
れ
ら
の
背
景
に
よ
っ
て
、
当
時
、
充
分
な
カ
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た

朴
正
照
政
権
〈

u
国
家
資
本
U

は
、
短
期
間
に
し
て
「
財
閥
」
を
・
支
配
す
る

ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
@

で
は
、
こ
う
し
た
朴
正
照
政
権
ハ
時
国
家
資
本
u
と
「
財
閥
」
と
の
支
配
・

隷
属
関
係
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
@
次
に

ハ
3
)

そ
れ
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

ハl
v

司
空
萱
「
財
閥
蓄
財
の
源
泉
」
、
前
掲
『
財
閥
白
書
』
、
一
一

i
一一一頁。

〈
2
〉
そ
れ
以
前
の
銀
行
株
式
は
「
財
閥
』
が
大
半
を
所
有
し
て
い
た
。

ハ3
)

こ
こ
で
い
う
国
家
資
本
と
「
財
閥
」
と
の
支
配
・
隷
属
関
係
と
は
、
あ
く

ま
で
も
銀
行
資
金
の
貸
付
け
と
次
掌
で
述
べ
る
人
的
結
合
を
中
心
し
た
「
財
閥
」

へ
の
影
響
力
行
使
が
主
な
内
容
で
あ
る
。



第
二
章

政
府
と
「
財
閥
」
と
の
癒
着
関
係

第
一
節
資
金
面
に
お
け
る
癒
着
関
係

先
ず
最
初
い
い
「
財
閥
」
の
財
務
構
造
を
見
て
み
る
と
、
自
己
資
本
比
率

が
極
端
に
低
い
の
が
自
に
つ
く
@
例
え
ば
、
一
九
八

O
年
に
お
け
る
大
企

業
(
製
造
業
)
の
自
己
資
本
比
率
は
一
六
・
五
箔
で
あ
り
、
同
じ
年
の
中
小

企
業
の
自
己
資
本
比
率
二

Q
・
二
%
よ
り
も
、
は
る
か
に
低
い
@
ま
た
、

自
己
資
本
比
率
の
推
移
に
つ
い
て
も
、
漸
次
減
少
傾
向
に
あ
る
ハ
表
4
Y

韓
国
の
企
業
の
自
己
資
本
比
率
が
低
い
理
由
と
し
て
、
①
一
九
六
六
年

以
降
の
急
速
な
ヱ
業
化
過
程
に
お
い
て
、
新
投
資
に
よ
る
利
潤
獲
得
の
機

会
が
多
か
っ
た
た
め
、
新
分
野
へ
の
企
業
の
投
資
率
が
非
常
に
高
い
。
②

高
度
成
長
に
基
づ
く
旺
盛
な
資
金
需
要
が
外
部
資
金
依
存
度
、
と
り
わ
け

他
人
資
本
依
存
度
の
増
大
を
不
可
避
に
し
た
。
⑤
高
い
投
資
率
と
脹
れ
上

る
資
金
需
要
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
企
業
の
内
部
資
金
の
蓄
積
が
乏
し

く
、
さ
ら
に
民
間
貯
蓄
が
乏
し
い
上
、
証
券
市
場

L
発
達
し
て
い
な
い
、

ハ
1
U

等
が
あ
る
@

こ
の
よ
う
に
「
財
閥
」
の
総
資
本
に
お
い
て
、
自
己
資
本
が
低
い
に
も

か
か
わ
、
り
ず
莫
大
な
設
備
技
資
、
企
業
規
模
の
拡
張
が
行
な
え
た
の
は
、

金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
れ
が
中
小
企
業
よ
り
優
先
的
に
、
し
か
も
低
金

利
で
為
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
(
表

5
Y

表
5
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
八
二
年
三
月
末
ま
で
に
民
間
総

信
用
供
与
中
、
中
小
企
業
に
貸
出
さ
れ
た
額
は
全
体
二
一
兆
五
八
八
九
億

ウ
才
ン
中
、
五
兆
二
七
三
四
億
ウ
ォ
ン
ハ
約
二
四
・
四
銘
〉
に
し
か
す
ぎ

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

l一一 1_2回凶」竺主巴旦2竺竺出f空討~I剖竺E叫丙恥恥釘例7日判4

1七七三剖i:出::1ね:j杭!出去::討詑出出:iIじねi主口ね;:::::山出に出出:日山去どp 

l川ヰ中τ づ小、企業 i 坐坐~.~止竺t~1.51 35.012691 21生O.~ 21.11却 21，

〈単位:億ウォン〉

区 分 '80 '81 '82 3月末F

民間総信用供与 (A) 肌 465~ 215，889 1， 

中小企業総貸出 (B) 52，734 

B/A (%) 23.1 24.4 

民間総信用供与状況表 5

一一一一一

p:響定値

資料:韓国銀行，中小企業協同組合中央会「韓国経済の独寡占構造と中小企業政策J
出典..朱宗恒 F財関経済論』正音文化社， 1985年.p.22より作成



立
教
経
済
学
研
究
第
四

O
巻
三
号
〈
一
九
八
七
年
〉

ず
、
残
り
の
七
五
・
六
%
は
何
ら
か
の
形
で
大
企
業
に
貸
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
@

こ
う
し
た
信
用
供
与
の
大
企
業
優
先
と
い
う
偏
重
傾
向
は
、
朴
正
照
政

権
登
場
以
降
一
貫
し
て
お
り
、
「
財
閥
」
の
形
成
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降

の
、
「
財
関
」
に
よ
る
経
営
規
模
拡
張
、
新
規
産
業
分
野
へ
の
参
与
等
に

利
用
さ
れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
「
財
閥
」
の
資
金
調
達
状
況
を
見
る
と
、
他
人
資
本
中
、
銀
行
か

ら
の
借
入
が
約
一
兆
三
七
五
億
ウ
ォ
ン
で
全
体
の
お
よ
そ
一
ニ
コ
一
・
七
%
に

あ
た
る
ハ
一
九
人
一
年
Y

「
財
閥
」
と
国
家
資
本
と
が
如
何
に
緊
密
に
結

び
つ
い
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
@

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
財
閥
」
と
銀
行
と
の
結
び
つ
き
を
よ
り
詳
し
く

分
析
し
て
み
る
と
、
一

0
0大
企
業
に
対
ナ
る
銀
行
の
貸
出
金
割
合
(
一

九
八
三
年
九
月
三
O
日
現
在
)
が
、
全
金
融
機
関
貸
出
金
の
三
五
・
二
%
に

も
達
し
て
い
る
@
ま
た
、
そ
の
中
で
二
一
大
「
財
閥
」
ハ
現
代
、
大
字
、
一
二

塁
)
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
全
金
融
機
関
貸
出
金
三
五
兆
三
七

一
一
億
ウ
ォ
ン
の
一

O
Mを
は
る
か
に
超
え
る
三
兆
七
六

O
O億
ウ
ォ
ン

が
三
大
「
財
閥
」
に
流
出
し
て
お
り
、
一
部
「
財
閥
」
に
資
金
が
集
中
し

て
い
る
と
と
が
わ
か
る

Q

こ
う
し
た
中
で
、
多
額
の
銀
行
借
入
の
結
果
、

銀
行
負
債
が
一

O
O億
ウ
ォ
ン
を
超
え
る
企
業
が
、
実
に
五
六

O
業
体

〈
貸
出
、
支
払
保
証
を
受
け
て
い
る
企
業
を
合
わ
せ
て
)
に
も
上
る
の
で
あ
る
@

ま
た
、
支
払
保
証
を
受
け
て
い
る
企
業
を
除
い
た
三
六
四
業
体
の
総
借
入

金
額
一
七
兆
九
一
五
五
億
ウ
ォ
ン
は
、
銀
行
へ
の
担
保
額
一
三
兆
七
四

O

二
億
ウ
ォ
ン
を
は
る
か
に
上
回
る
額
と
な
っ
て
い
る
@

一一一一一一

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
一
部
「
財
閥
」
へ
の
資
本
の
集
中
化
現
象
を
よ
り

詳
細
に
見
る
た
め
に
、
今
度
は
韓
国
の
主
要
銀
行
が
い
か
な
る
企
業
に
、

ど
れ
ほ
ど
の
信
用
を
供
与
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
@

表
6
は
主
要
銀
行
ご
と
の
一

Q
大
貸
出
企
業
名
簿
で
あ
る
が
、
こ
の
表

を
見
る
と
、
各
銀
行
と
も
一
部
「
財
関
」
系
企
業
に
集
中
的
に
資
金
を
貸

出
し
て
い
る
@
ま
た
、
貸
出
先
の
企
業
も
機
械
、
建
設
、
鉄
鋼
等
で
、
韓

国
が
こ

ω間
推
し
進
め
て
き
た
重
化
学
工
業
、
輸
出
産
業
を
主
要
に
担
っ

て
い
る
企
業
で
あ
り
、
政
府
の
輸
出
主
導
型
経
済
政
策
に
合
致
し
て
い
る

企
業
が
殆
ど
で
あ
る
@

逆
に
、
非
「
財
閥
」
系
企
業
へ
の
資
金
供
給
が
充
分
で
な
い
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
「
財
閥
」
と
政
府
ハ
H
国
家
資
本
〉
は
資
金
国
民
お

い
て
、
か
な
り
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
る
@
こ
う
し
た
関
係
を
支
え
て
い

る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
銀
行
を
中
心
と
し
た
金
融
機
関
と
金
融
政
策
で
あ

る
@
つ
ま
り
、
韓
国
に
お
い
て
政
府
ハ
U

国
家
資
本
〉
と
「
財
闘
し
と
の
支

配
・
隷
属
関
係
を
築
き
上
げ
る
上
に
お
い
て
、
銀
行
の
果
す
役
割
は
大
き

く
、
そ
れ
を
可
能
と
し
て
い
る
の
が
「
財
閥
」
へ
の
資
金
の
優
先
的
貸
付

を
保
証
し
て
い
る
金
融
制
度
の
存
在
な
の
で
あ
る
@
そ
こ
で
、
と
の
こ
と

を
よ
り
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
韓
国
の
銀
行
制
度
、
金
融
政
策
に
つ

い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
匂

第
二
節
韓
国
の
金
融
制
度
・
金
融
政
策

韓
国
に
お
け
る
金
融
制
度
の
根
幹
を
な
す
の
は
銀
行
で
あ
る
が
、
そ
の

銀
行
の
中
心
的
存
在
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
中
央
銀
行
、
す
な
わ
ち
韓
日
出
銀



(単位:億ウォン〉

銀行 ~大企業貸出金| 10大企業

三湖，三和，双竜洋灰，大成木材，進興企

朝興銀行 3，795 業，泰光産業，泰和綜合建設，大徳綜合建

i設，泰和，浦項製鉄。

共栄土建，漢陽，三塁物産，進洋， ソウル

韓国商業銀行 3，386 市，三和，大農，大昌木材，ソウル地下鉄工

事，国際綜合建設。

大字ロンドシ，大字，南光土建，新承企業，

第一銀行 4，221 韓国海外建設，慶南道知事，慶北道知事，全

南道知事，有元建設，三美綜合特殊鋼。

浦項製鉄，新興木材，高麗綜合化学，大林産

韓一銀行 3，079 業，光明木材，韓一合繊，三星電子高麗合

織，暁星物産，太平洋建設。

大農，ライフ，連合欽鏑，錦湖実業，東国製
ソウル信託銀

3，082 鋼，三塁物産，ロッテ建設，大字重工業，韓
行

国証券金融，三豊建設産業。

|韓国電力，大字綜合製鉄，三塁重工業，現代

韓国産業銀行 21，873 |商船，汎洋専用船3 ソウル地下鉄工事，韓国

鉱業製鎌，大韓重機，韓国重工業。

韓国ジッパー，慶北染色協同組合，韓国プラ

スチック工業協同組合，半月ナヨシ示範囲

中小企業銀行 416 地，京幾道燃料工業協同組合，大韓薬品工業

|協同組合，東亜出版社，慶北燃料工業協同組

合，東洋ノズノレ工業社，教学社。

韓国電力，現代建設，ソウル市，現代尾浦造

外換銀行 13，923 船，鮮京化学，美隆建設，現代重工業，慶南

企業，湖南エチレン，泰明木材。

住宅公社，字塁建設，ハンポ住宅，現代重ヱ

韓国住宅銀行 5，795 業， 大韓投資， ライフ， 汎洋建設， 三益住

宅，ハンウ住宅，漢陽。

計 59，570 

銀行別10大貸出企業名簿表 6

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

一一一一一一一

出所:韓国，東亜日報 1983.11.9.
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一通貨金融機関

中央銀行一一韓国銀行

一①一般銀行-，-市中銀行(7)

l一地方銀行(1の

1一外国銀行支広(50)

一国民銀行

一韓国住宅銀行

一農業協同組合

一水産業協同組合

預金銀行

←①特殊銀行「ー韓国産業銀行

一中小企業銀行

(1) 

(2) 

行
で
あ
る
。
韓
国
銀
行
は
、
韓
国
銀
行
法
に
基
づ
き
一
九
五

O
年
三
月
に

設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
果
す
べ
き
機
能
は
他
の
諸
国
の
中
央
銀
行
と
同
じ

よ
う
に
、
銀
行
券
の
発
行
や
通
貨
安
定
政
策
(
割
引
政
策
や
公
開
市
場
操
作

等
)
、
あ
る
い
は
金
融
制
度
の
健
全
化
に
必
要
な
金
融
統
制
策
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
韓
国
銀
行
が
他
の
諸
国
の
中
央
銀
行
と
決
定
的
に
呉
な
る
の

は
、
政
府
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
中
立
性
の
維
持
の
困
難

は
も
ち
ろ
ん
、
政
府
の
干
渉
を
必
要
以
上
に
受
け
、
そ
の
結
果
、
政
府
の

出
先
金
融
機
関
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
@
つ
ま

り
、
韓
国
銀
行
の
人
事
権
を
政
府
が
握
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
韓
国
銀

行
が
打
ち
出
す
諸
々
の
金
融
政
策
も
基
本
的
に
、
「
最
高
政
策
決
定
機
関

二
二
四

-畜産業協同組合

注:市中銀行は従来5であったが， 1982年

以降海外からの資金調達の多様化を図

るために新たに， 2銀行が設立された。

( )内は庖舗数。

開発機関 (3)

投資機関 (42)

貯蓄機関 (5)

保険機関 (8)

一非運賃金融機関

(2) 

)
 

1
 

(
 

(3) 

(4) 

で
あ
る
金
融
通
貨
運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
韓
国
銀
行
は
そ
の

(3) 

決
定
に
し
た
が
っ
て
諸
政
策
を
執
行
」
す
る
だ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ

の
金
融
通
貨
運
蛍
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
も
、
副
総
理
兼
経
済
企
画
院
長
官

を
最
高
責
任
者
と
し
、
商
工
部
長
官
、
財
務
部
長
官
と
い
っ
た
経
済
閣
僚

と
、
韓
国
銀
行
総
裁
等
を
主
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
@

こ
う
し
た
韓
国
銀
行
の
性
格
と
金
融
制
度
の
下
に
、
通
貨
金
融
機
関
と

し
て
一
般
銀
行
、
そ
の
内
分
け
は
市
中
銀
行
七
、
地
方
銀
行
一

O
、
外
国

銀
行
文
唐
五
Q
が
あ
り
、
さ
ら
に
特
殊
銀
行
が
七
つ
あ
る
ハ
図

1
Y

こ
の
う
ち
、
地
方
銀
行
は
限
ら
れ
た
地
域
で
の
庖
舗
展
開
し
か
許
さ
れ

て
お
ら
ず
、
預
金
額
も
非
常
に
少
額
三
九
八
五
年
の
地
方
銀
行
の
預
金
額
は
、



表 7

I 金融資金

(1) 再割引および利子差補填

1)輸出支援金融

2)寧需産業支援資金

3)主要原材料輸入金融

4)輸出産業設備資金

5)特別設備金融

6)機械工業育成資金

7)流通近代化資金

8)中小企業特別資金

的地方産業育成資金

10)エネルギー節約設備資金

(2) 指示金融

1)輸出前受金転換資金

2)外債償還資金

3)外航海運資金

4)観光振興資金

5)輸出産業特別資金

6)産業合理化資金

7)産業用機資材購入資金
8)輸出産業特別設備

9)学資金支援資金

10)工業団地病院建設資金

11)産業基地開発公社資金

12)地方自治団体与信

13)夏季貯炭資金

14)災害復旧資金

15)国民生活緊要物資生産支援資金

16)第2金融圏*支援資金

17)健全企業資金

18)需要者金融

〈出所〉 韓国銀行。

〈注〉 ①*非銀行金融仲介機関のこと。

②この他に金融資金として

(3)特殊銀行資金
1)農水産資金

2)住宅資金
3)中小企業資金
4)家内副業資金

(4)特別長期貸出があり，その他の政策金融
として
E財政資金
E 国民投資基金
N 外貨信用等がある。

(出典〉伊東和久編『発展途上国の産業開発金融』
〈アジア経済研究所， 1983年， p.112)よ

り作成。

政策金融の類型二
兆
四
五

O
O億
ウ
ォ
ン
で
金
金
融
機
関
預
金
の
九

M3
で
あ
り
、
韓
国
の
銀
行

制
度
の
中
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
な
い
@
ま
た
、
外

国
銀
行
は
国
内
銀
行
と
性
格
門
機
能
)
が
異
な
る
の
で
、
こ
こ
で
の
主
な
分

析
対
象
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
@
さ
ら
に
、
特
殊
銀
行
は
設
立
目
的
そ
れ

自
体
が
、
金
融
支
援
な
の
で
、
分
析
す
る
ま
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
主
な
分
析
対
象
は
市
中
銀
行
と
い
う
こ
と
に

な
る
@

韓
国
の
市
中
銀
行
の
特
徴
は
、
第
一
に
政
府
が
そ
の
銀
行
の
株
式
を
所

有

合

δ
必
)
し
、
第
二
に
韓
国
銀
行
と
同
じ
く
人
事
権
を
も
政
府
が
握
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
銀
行
長
の
み
な
ら
ず
A

そ
の
他
の
役
員
に
つ
い
て
も
銀

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

行
長
が
財
務
部
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
幹
部
社
員
の
人
事
に
つ

い
て
も
そ
れ
に
準
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
市
中
銀
行
の
機

能
は
主
と
し
て
運
転
資
金
の
貸
出
で
、
設
備
資
金
貸
出
は
殆
ど
行
な
っ
て

い
な
い
ハ
設
備
資
金
を
目
的
と
し
て
貸
出
す
の
は
主
に
特
殊
銀
行
で
あ
る

Y

し
た
が
っ
て
、
韓
国
の
金
融
機
関
(
特
に
市
中
銀
行
〉
は
、
政
府
の
金
融

貸
出
政
策
の
出
先
機
関
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
機
能
を
担

(

4

)

 

わ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
@
こ
の
こ
と
は

ρ
政
策
金
融
a

と
い
う
政
策

的
金
融
貸
出
に
よ
り
、
巨
大
企
業
1
「
財
閥
」
系
企
業
に
優
先
的
に
資
金

が
、
貸
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
@
そ
こ
で
、

H

政
策
金

融
H

に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
表
七
の
通
り
で
あ
る
e

二
二
五
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こ
の
表
は
、
韓
国
の
一
般
銀
行
ハ
市
中
・
地
方
・
外
国
銀
符
文
庖
)
に
議
さ
れ

て
い
る

8

政
策
金
融
e

の
種
類
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
@
こ
の
表
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
「
財
閥
」
系
企
業
へ
の
貸
出
を
目
的
と
し
た
H

政
策
金

融
?
の
種
類
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
@
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

そ
の

ρ
政
策
金
融
H

の
一
部
が
無
担
保
で
企
業
に
貸
出
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
@
す
な
わ
ち
、

M

政
策
金
融
。
は
、
中
央
銀
行
で
あ
る
韓

国
銀
行
や
政
府
か
ら
の
支
援
で
あ
る
再
割
引
及
び
利
子
差
補
填
に
よ
る
貸

出
と
、
定
め
ら
れ
た
融
資
目
的
、
融
資
条
件
に
し
た
が
っ
て
融
資
を
行
な

う
H

指
示
金
融
H

と
に
、
大
き
く
分
け
ら
れ
る
@
特
に
後
者
の

ρ
指
示
金

融
d

の
場
合
、
資
金
的
裏
付
の
な
い
も
の
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
無
担
保

で
貸
出
さ
れ
る
場
合
が
殆
ど
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
市
中
銀
行
を
初
め
と

し
た
一
般
銀
行
は
慢
性
的
資
金
一
小
忌
で
、
経
営
不
振
に
陥
っ
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
@
に
も
か
か
わ
ら
ず
継
続
し
て
「
財
閥
」
に
資
金
を
貸
出

し
て
い
る
の
は
、
政
府
の
政
策
を
金
融
面
か
ら
支
え
る
機
関
と
し
て
、

「
財
閥
」
に
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
円
減
い
は
直
識
的
に
言
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
だ
け
が
唯
一
の
存
在
価
値
な

の
で
あ
る
Y

し
か
も
、
そ
の

B

政
策
金
融
u

の
対
象
は
、
金
融
通
貨
運
営
委
員
会
が

定
め
る
「
金
融
部
門
資
金
運
用
規
定
」
の
中
で
、
輸
出
産
業
、
輸
入
代
替
産

業
、
生
産
必
需
品
産
業
、
機
関
・
重
化
学
工
業
、
防
衛
産
業
等
の
重
要
産

業
ハ
韓
国
が
経
済
発
展
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
〉
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
@

こ
う
し
た
「
財
閥
」
へ
の
政
策
的
金
融
支
援
は
、
政
府
〈
H
国
家
資
本
〉
と

「
財
閥
」
と
の
関
係
号
、
よ
り
一
一
層
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
は
一
言
う
ま

二
一
一
六

で
も
な
い
@

最
後
に
概
括
的
に
言
う
な
ら
ば
、
韓
国
に
お
け
る
金
融
政
策
は
、
政
府

の
経
済
政
策
〈
輸
出
主
導
型
経
済
政
策
U

を
引
き
受
け
て
推
し
進
め
、
「
財
閥
」

に
対
す
る
金
融
的
援
助
を
積
極
的
に
図
る
た
め
の
法
的
保
障
制
度
で
あ
る

と
言
え
る
@

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
国
家
資
本
と
「
財
閥
」
と
の
資
金
百
で
の
結
合
関

係
が
強
化
さ
れ
て
行
く
と
、
そ
れ
は
単
な
る
資
金
面
で
の
結
び
つ
き
に
止

ま
ら
ず
、
人
的
結
合
関
係
へ
と
発
展
す
る
よ
う
に
な
る
@
し
た
が
っ
て
、

以
下
で
は
国
家
資
本
と
「
財
閥
」
の
と
人
的
結
合
関
係
に
つ
い
て
見
て
行

く
こ
と
に
す
る
。

第
三
節
政
府
ハ
H
国
家
資
本
)
と
「
財
関
」
と
の
人
的
結
合
関
係

韓
国
に
お
け
る
政
府
(
H
国
家
資
本
)
と
「
財
閥
」
と
の
人
的
結
合
同
係

は
、
韓
国
の
政
治
・
社
会
体
制
日
軍
事
国
家
体
制
と
い
う
性
格
を
よ
く
反

映
し
て
い
る
と
言
、
λ
る
@
す
な
わ
ち
、
回
・
公
営
企
業
体
は
も
ち
ろ
ん
、

民
間
企
業
(
こ
の
場
合
、
こ
こ
で
は
「
財
閥
」
系
企
業
を
指
す
U

に
お
い
て
も
、

軍
・
官
界
出
身
の
経
営
者
が
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
地
位
を
占
め
て

い
る
の
で
あ
る
ω

こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
財
界
出
身
者
が
大

門

5
)

挙
政
府
高
官
と
な
る
場
合
ゃ
、
日
本
に
お
け
る
よ
う
な
官
僚
出
身
者
が
民

間
企
業
に
。
天
下
り
H

ず
る
場
合
と
も
、
若
干
様
相
を
異
に
す
る
@

こ
う
し
た
韓
国
独
自
の
人
的
結
合
関
係
は
、
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
政
府
(
H
国
家
資
本
〉
が
自
ら
の
経
済
政
策
ハ
輸
出
主
導
型
経
済
政
策
〉
の
推

進
母
体
で
あ
る
「
財
閥
」
に
強
い
影
響
力
を
行
使
で
き
る
と
い
う
こ
と
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
@



そ
こ

f

で
韓
国
の
経
営
人
脈
を
出
身
別
に
大
別
し
て
み
る
と
、
第
一
に
、

企
業
内
で
成
長
し
て
来
た
、
い
わ
ゆ
る

ρ
生
え
抜
き
e

と
呼
ば
れ
る
企
業

内
部
者
で
あ
り
、
次
い
で
第
二
が
、
そ
し
て
こ
の
人
脈
が
経
営
の
実
権
を

握
っ
て
い
る
の
だ
が
、
「
財
開
」
特
有
の

H

家
族
・
同
族
H

と
呼
ば
れ
る
人

脈
で
あ
る
@
そ
し
て
第
三
に
、
韓
国
独
得
の
い
わ
ゆ
る
，
寧
・
官
界
出

身
u

と
呼
ば
れ
る
人
脈
で
あ
る
(
韓
国
で
は
、
こ
の
軍
・
官
界
出
身
人
脈
は

『
第
三
の
経
営
人
脈
』
と
し
て
定
着
さ
え
し
て
い
る

Y

具
体
的
に
、
主
要
七
大
「
財
閥
」
の
最
高
級
営
者
(
副
社
長
以
上
〉
の
前

歴
別
分
布
を
見
て
み
る
と
、
「
財
閥
」
系
列
会
社
数
一
四
四
社
の
総
人
員

二
六
二
人
中
、
最
も
多
い
前
歴
は
企
業
内
部
者
の
一
六
二
人
ハ
六
一
・
八

%
)
、
次
い
で
軍
・
官
界
出
・
身
の
四
二
人
ハ
一
六
・
o
m
m
u
、
三
番
目
が
家

族
・
同
族
出
身
の
二
四
人
〈
九
・
二
%
〉
、
四
番
目
が
金
融
界
出
身
の
二

Q

人
ハ
七
・
六
銘
〉
の
順
と
な
る
(
表

8
Y
企
業
内
部
者
が
多
い
の
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
も
、
寧
・
官
界
出
身
者
が
多
い
と
い
う
事
実
に
は
、
自
を
日
見

張
る
も
の
が
あ
る
。
特
に
、
軍
出
身
者
の
場
合
そ
の
年
齢
層
を
見
て
み
る

と
、
若
い
世
代
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
@
例
え
ば
、
五

0
1玄

四
歳
代
が
四
五
・
二
%
、
五
五

t
五
九
歳
代
が
三
日
・
七
%
で
軍
出
身
者

の
お
よ
そ
八
O
%
が
こ
の
世
代
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
@
こ
の
こ
と

は
、
一
九
六
O
l
七

0
年
代
に
か
け
て
増
設
さ
れ
た
国
・
公
営
企
業
体

ハ
社
団
・
公
団
等
)
が
、
予
備
役
軍
人
の
受
皿
的
存
在
と
化
し
た
事
実
と
は

極
め
て
対
象
的
で
あ
る
@

ま
た
、
き
ら
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
金
融
界
出
身
者

二
O
人
ハ
七
・
六

M
3
の
存
在
で
あ
る
@
つ
ま
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
韓
国

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

〈単位:人， %) 

制

「

心

一

の

-α
一

一

そ

一

辺

ι

一

層
-JJJ一円一
J

一
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一

軍

一

一

一

一

一

一

一

一

め

一

一
漣
一

l内
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1
J山
l
Z
l
J
b噌
以

]
4
1
I
i
u
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一

湘
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間
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一

一

一
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一
白
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「
h
け
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iILe--LI--下
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l
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l
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一
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一
一

2

一

一

一

一

一

4

一

一I
4刊
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ノ
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一
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一
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l
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l
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「
1
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「
i
l
l
-
-
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一
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一
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一
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2 

主要七大財閥グループ最高経営者前歴分布表 8

鮮京

双竜

韓国火薬

現代

三塁

大宇

二
二
七

計

注:最高経営者とは副社長以上。

系列会社数は，実際の会社数よりも少ない。

政府関連者とは政界・官界・軍出身者。

資料:東亜日報社『新東亜~ 1986年8月号， P.403より作成。
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の
場
合
、
市
中
銀
行
を
含
め
た
主
要
金
融
機
関
は
全
て
固
有
化
ぎ
れ
て
お

(

6

)

 

り
、
銀
行
長
を
始
め
と
し
た
役
員
幹
部
の
任
命
権
・
人
事
権
は
政
府
(
財

務
部
長
官
〉
が
握
っ
て
い
る
の
で
あ
る
@
し
た
が
っ
て
、
各
銀
行
の
役
員

は
殆
ど
政
府
の
意
向
を
受
け
た
人
物
が
就
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
は
寧
・
官
界
出
身
者
と
同
様
、
政
府
関
連
者
な
の
で
あ
る
@
こ
う
し
た

事
情
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
実
際
に
は
、
政
府
(
H
国
家
資
本
〉
か
ら

の
「
財
閥
」
系
企
業
へ
の
進
出
H
人
的
結
合
関
係
の
比
重
は
、
ハ
政
界
出
身

者
二
名
を
加
え
た
)
六
四
人
(
ニ
四
・
四
v
d
)

に
も
よ
る
ω

つ
ま
り
、
「
財
閥
」

系
企
業
の
最
高
経
営
者
の
四
人
に
一
人
は
政
府
関
連
者
で
あ
り
、
政
府

ハH
国
家
資
本
)
と
の
関
係
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
上
で
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
大
「
財
閥
」
の
一
つ
で
あ
る
大
字
の
場
合
、
大
字
の
最
高
政

策
会
議
で
あ
る
運
営
委
員
会
メ
ン
パ
ー
だ
け
を
見
て
も
、
李
爽
照
副
会

長
、
李
雨
複
副
会
長
、
越
東
済
大
字
社
長
、
安
永
錫
重
工
業
社
長
ら
五
名
が

創
業
同
志
で
あ
る
だ
け
で
、
洪
寅
基
大
字
造
船
社
長
は
財
務
部
証
保
局
長

出
身
、
金
東
圭
大
字
社
長
は
商
工
部
重
工
業
次
官
補
を
経
た
官
僚
出
身
で

あ
る
@
ま
た
、
金
容
元
大
字
社
長
は
朝
鮮
日
報
か
ら
、
李
景
勲
大
字
社
長

は
産
業
銀
行
、
雀
銘
恭
セ
ハ
ツ
自
動
車
社
長
は
韓
国
銀
待
出
身
で
あ
り
、

朴
根
浮
副
社
長
兼
秘
書
室
長
も
国
務
総
理
(
首
相
〉
秘
書
室
長
を
経
て
大

(
7〉

字
へ
来
た
人
物
で
あ
る
。

以
上
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
多
く
の
軍
・
官
界
出
身
者
(
金
融

界
出
身
者
も
含
め
て
〉
が
、
「
財
閥
」
系
企
業
の
中
軸
に
座
り
、
企
業
を
動

か
し
て
い
る
の
で
あ
る
@

二
二
八

ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
直
接
的
な
人
的
結
合
関
係
以
外
に
も
、
現
在
の

「
財
閥
」
の
総
帥
の
殆
ど
が
一
世
U
創
業
者
で
あ
る
こ
と
も
、
政
府
ハ
H

国
家
資
本
〉
と
「
財
閥
」
と
の
癒
靖
関
係
を
見
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
「
財
閥
」
が
今
日
の
地
位
に
い
ら
れ
る
の
は
、
朴
正
照
政

権
(
H
国
家
資
本
〉
の
経
済
政
策
に
積
極
的
に
応
じ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、

そ
の
経
済
政
策
に
応
じ
る
過
程
で
、
朴
正
照
政
権
ハ
H
国
家
資
本
〉
と
「
財

閥
」
の
総
帥
と
の
関
係
は
、
極
め
て
緊
密
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
為
る

(
こ
の
こ
と
は
、
一
九
五
0
年
代
に
「
財
閥
」
の
地
位
に
い
て
、
今
日
も
な
お
引
続

き
そ
の
地
位
を
維
持
し
て
い
る
「
財
調
」
が
数
少
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
)
@

す
な
わ
ち
、
た
と
え
人
材
派
遣
・
進
出
と
い
う
直
接
的
な
人
的
結
合
商

係
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
間
の
韓
国
経
済
の
成
長
過
程
を
振
り
返
っ

て
見
る
な
ら
ば
、
政
府
門
H

国
家
資
本
〉
と
「
財
閥
」
総
帥
ペ
リ
創
業
者
)
と
の

関
係
は
、
間
接
的
な
人
的
結
合
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
@
そ
し

て
そ
の
関
係
は
時
と
し
て
、
人
材
派
遣
・
進
出
に
よ
る
直
接
的
な
人
的
結

合
関
係
よ
り
も
強
く
働
く
の
で
あ
る
@

以
上
、
資
金
・
人
的
両
面
に
お
け
る
政
府
ハ
H
同
家
資
本
〉
と
「
財
閥
」

と
の
癒
着
関
係
を
見
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
た
こ
と
は
、
韓
国

経
済
が
発
展
し
て
行
く
過
程
で
、
こ
う
し
た
関
係
が
恋
意
的
に
作
ら
れ
て

来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
が
強
化
さ
れ
て
行
く
中
で
、
「
財
閥
」
自
身

も
肥
大
化
し
て
行
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
a

そ
し
て
、
こ
う
し
た
関

係
が
強
え
な
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
政
府
ハ
H
国
家
資
本
〉

が
政
策
推
進
母
体
た
る
「
財
閥
」
に
対
し
て
、
か
な
り
の
影
響
力
を
行
使



し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
「
財
閥
」
側
か
、
り
す
る
な
ら
ば
、
政

府ハ
H
国
家
資
本
〉
と
強
固
に
結
び
つ
く
こ
と
で
、
経
済
的
利
益
は
も
ち
ろ

ん
、
経
済
外
的
利
益
を
も
獲
得
し
得
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
す

る
@し

た
が
っ
て
、
今
後
も
現
在
の
経
済
構
造
、
社
会
体
制
が
続
く
限
り
、

政
府
ハ

u
国
家
資
本
)
と
「
財
閥
」
と
の
資
金
・
人
的
両
面
に
わ
た
る
癒
着

関
係
は
、
継
続
・
強
化
さ
れ
て
行
き
、
そ
の
-
方
で
中
小
企
業
や
民
衆
の

生
活
と
の
聞
の
格
差
は
ま
す
ま
す
君
離
し
て
行
く
も
の
と
思
わ
れ
る
@

ハ
1
〉
高
時
天
「
韓
国
の
企
業
と
経
営
の
特
質
」
隅
谷
三
喜
男
編
『
韓
国
の
企
業

経
営
』
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
七
年
。
六
二

l
六
三
賞
。

ハ2
)

韓
国
銀
行
に
よ
る
金
融
統
制
策
は
、
①
預
金
支
払
い
準
備
率
の
変
更
、
@

貸
出
歩
合
の
変
更
、
@
公
開
市
場
操
作
(
国
債
、
政
府
保
証
債
の
売
買
、
韓
国
銀
行

の
遺
貨
安
定
証
券
の
発
行
、
買
戻
し
〉
、
①
金
融
機
関
の
貸
出
規
制
(
貸
出
最
高
限
度
、

貸
出
種
類
別
の
最
高
限
度
、
増
加
率
、
貸
出
期
限
、
担
保
の
種
類
と
掛
目
等
に
対
す
る
規

制
)
、
⑤
金
融
機
関
の
金
利
の
最
高
限
度
の
決
定
、
⑤
そ
の
他
(
国
庫
預
金
の
移
管

命
令
、
市
中
貸
西
の
事
前
審
査
、
韓
国
銀
行
の
対
民
間
直
接
貸
出
等
〉
な
ど
が
あ
る
。

ハ
3
〉
間
部
洋
一
『
韓
国
i
経
済
力
の
読
み
方
』
日
本
実
業
出
版
社
、
一
九
八
六

年
、
ニ

O
五
l
ニ
O
六
頁
。

ハ
4
)

「
韓
国
の
市
中
銀
行
は
資
金
を
す
べ
て
自
主
的
経
営
判
断
で
貸
出
す
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
い
ろ
い
ろ
の
政
策
金
融
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
後

藤
猛
『
韓
国
の
経
済
・
金
融
・
証
券
市
場
l
国
際
金
融
マ
ン
の
見
た
実
体
』
、

成
甲
書
房
、
一
九
八
五
年
、
一
一
七
頁
。

(

5

)

現
在
、
ア
メ
リ
カ
・
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
下
で
は
、
一
三
省
の
内
六
人
の
長

官
が
財
界
出
身
者
で
あ
る
。

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
割

ハ
6
〉
現
在
、
全
斗
換
政
権
に
よ
っ
て
一
九
八
二
年
以
降
、
銀
行
の
民
営
化
政
策

が
打
ち
出
さ
れ
徐
々
に
民
営
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
株
式
の
払
下

げ
だ
け
で
あ
り
、
人
事
権
は
依
然
と
し
て
政
府
が
掌
握
し
て
い
る
。

ハ7
)

朝
鮮
日
報
経
済
部
著
、
鶴
田
県
輪
訳
『
韓
国
財
閥
二
五
時
』
、
同
友
館
、
一

O
五
頁
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
「
財
閥
」
の
地
位
は
厳
然
た

る
も
の
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
「
財
閥
」
自
ら
が
自
力
で
築
い
て
き

た
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
も
政
府
ハ
H

国
家
資
本
〉
と
の
結
び
つ
き
の

中
で
築
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
資
本
自
身
、
そ
の
よ
う

に
「
財
閥
」
に
影
響
力
を
行
使
し
得
る
カ
を
保
有
で
き
た
の
は
、
軍
部
と

い
う
経
済
外
的
強
制
と
い
う
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
@

し
た
が
っ
て
、
韓
国
経
済
の
発
展
に
お
い
て
「
財
閥
」
の
果
し
た
役
割
と

は
、
国
民
経
済
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
拡
大
・
発
展
さ
せ
た
の
か
と

い
う
、
数
量
的
計
測
値
に
よ
っ
て
判
断
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、

先
ず
考
え
ら
れ
る
べ
き
は
、
韓
国
と
い
う
国
に
と
っ
て
の
経
済
発
展
と

は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
@
つ
ま
り
、
一
九
六

0
年
代

以
降
、
一
貫
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
経
済
発
展
と
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー

と
い
う
非
正
常
な
形
で
政
権
の
座
に
着
い
た
朴
正
照
軍
部
体
制
を
正
当

化
・
合
法
化
す
る
た
め
の
大
義
名
分
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
体
あ
る
も
の
と

す
る
た
め
に
、
「
財
閥
」
を
推
進
母
体
と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
@
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
韓
国
の
経
済
発
展
・
経
済
開
発
は
捉
え

ニニ九
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(
一
九
八
七
年
〉

ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
過
程
〈
経
済
開
発
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
行
く
過
程
)

で
、
国
民
経
済
に
占
め
る
「
財
閥
」
の
位
置
も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
政
府
(
H
国
家
資
本
)
が
「
財
関
」
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力

を
行
使
し
て
き
た
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
逆
に
肥
大
化
し
た
「
財

閥
」
の
パ
ワ
ー
が
、
政
府
ハ
H
国
家
資
本
〉
の
打
ち
出
す
経
済
政
策
に
対
し

て
、
発
言
カ
を
強
め
て
行
っ
た
と
い
う
事
実
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
@
事
実
、
一
九
七
一
年
八
月
三
日
の
大
統
領
緊
急
措
置
命
令
ハ
金
利
の

大
幅
引
下
げ
、
企
業
の
私
債
債
務
凍
結
措
置
等
々
)
は
、
当
時
、
過
剰
設
備
投

資
に
よ
っ
て
企
業
経
営
が
悪
化
し
て
い
た
「
財
閥
」
か
ら
の
救
済
要
求
に

応
じ
た
も
の
と
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
一
九
六

0
年
代
は
独
裁
の
た
め
に
開
発
が
必
要
と
さ
れ
た

と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
が
、
一
九
七
O
年
以
降
、
特
に
重
化
工
業
化
段

階
に
入
つ
で
以
降
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
財

閥
」
の
芦
を
無
視
し
て
は
、
経
済
開
発
が
円
滑
に
進
ま
な
い
、
と
い
う

程
「
財
間
」
自
ら
も
カ
を
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
政
府
門
H
国
家
資
本
〉
と
「
財
閥
」
と
の
資
本
・

人
的
結
合
関
係
は
、
一
九
七

O
年
後
半
以
降
、
特
に
一
九
八

0
年
代
に
入

っ
て
家
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
変
化
と
は
、
朴
正
照
政
権
に
よ
っ
て
育
成

さ
れ
た
「
財
閥
」
が
、
朴
正
照
政
権
(
住
民
家
資
本
〉
の
思
惑
を
越
え
て
肥

大
化
・
強
大
化
し
、
両
者
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
微
妙
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
a

換
一
一
言
す
る
な
ら
ば
、
朴
正
際
政
権
に
よ
る
輸
出
主

導
型
経
済
政
策
の
限
界
・
矛
盾
が
露
呈
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

二
三

O

る
@
す
な
わ
ち
、
一
九
七
九
年
の
朴
正
照
射
殺
は
単
な
る
独
裁
政
権
の
政

治
的
終
罵
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
朴
正
照
政
権
の
正
統
性
・
延
命

の
た
め
の
経
済
の
近
代
化
、
と
い
う
大
義
名
分
の
限
界
と
矛
盾
が
露
長

し
、
爆
発
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

Q

よ
り
見
体
的
に
は
、
第
一
に
、
国
民
経
済
の
成
長
を
大
き
く
上
回
っ
て

「
財
閥
」
が
成
長

2
九七一一一

i
一
九
七
八
年
の
ニ
O
大
「
財
閥
」
の
平
均
成
長

率
が
二
五
・
四
M

却
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
同
じ
期
間
の
G
D
P
成
長
率
は
一

0
・

三
%
で
あ
っ
た
)
す
る
こ
と
で
、
朴
正
照
政
権
ハ
U

国
家
資
本
〉
の
予
想
を
は
る

か
に
越
え
て
「
財
関
」
が
肥
大
化
し
、
そ
の
結
果
、
従
来
通
り
の
朴
正
照

政
権
?
民
家
資
本
)
と
「
財
閥
」
の
支
配
・
隷
属
関
係
が
保
で
な
く
な
っ

て
き
た
こ
と
。
第
二
に
、
朴
正
際
政
権
の
「
無
政
府
的
」
な
「
財
閥
」
援

助
政
策

1
市
場
拡
張
政
策
ハ
主
要
に
は
海
外
市
場
の
獲
得
〉
に
よ
る
設
備
過
剰

投
資
等
の
経
済
過
熱
状
態
が
過
剰
生
産
恐
慌
を
準
備
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
、
等
で
あ
る
@

こ
の
よ
う
な
状
況
は
端
的
に
言
っ
て
、
国
家
資
本
・
「
財
閥
」
の
隷
属

・
被
隷
属
関
係
崩
壊
の
勝
芽
と
言
え
る
だ
ろ
う
@
と
い
う
の
は
、
朴
正
際

政
権
ハ
U
国
家
資
本
〉
自
身
が
作
り
出
し
た
「
財
閥
」
が
、
朴
正
照
政
権
の

予
想
を
越
え
て
肥
大
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
肥
大
化
が
朴
正
県
政
権

の
終
熔
へ
と
導
く
一
要
因
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
崩
壊
過
程
が
こ
の
ま
ま
進
行

す
る
と
は
限
ら
な
い
@
な
ぜ
な
ら
一
九
八

O
年
に
登
場
し
た
全
斗
換
政
権

自
身
、
朴
正
照
政
権
発
足
直
後
に
示
し
た
経
済
外
的
強
制
力
を
発
揮
で
き

る
程
の
パ
ワ
J
を
宿
し
て
い
な
い
一
方
、
逆
に
「
財
閥
」
の
側
も
そ
の
よ



う
な
全
斗
燥
政
権
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
程
の
決
定
的
力
は
、
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
@

現
に
、
全
斗
燥
政
権
の
基
盤
固
め
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
「
社
会
浄

化
」
政
策
(
朴
正
煎
政
権
下
で
行
な
わ
れ
た
『
不
正
蓄
財
処
理
』
政
策
に
ほ
ぼ
同
じ
〉

は
、
「
財
閥
」
関
連
者
を
そ
の
対
象
枠
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
政
・

官
界
人
中
心
に
終
始
し
、
「
財
閥
L

の
力
を
弱
化
さ
せ
、
過
剰
生
産
恐
慌

を
防
ぐ
た
め
打
ち
出
さ
れ
た
過
剰
投
資
産
業
部
門
で
の
企
業
の
「
統
・
廃

合
」
政
策
も
、
「
財
閥
」
か
ら
の
猛
烈
な
反
対
で
失
敗
し
、
逆
に
一
九
八

二
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
銀
行
の
民
自
化
政
策
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
財

閥
」
へ
の
資
本
の
集
中
化
現
象
を
惹
起
し
、
「
財
閥
L

の
力
は
さ
ら
に
強

ま
ヲ
て
さ
え
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
両
者
の
関
係
を
微
妙
な
も
の
に
し
て
い
る
の
が
、
世
界
同
時
不

況
に
絡
む
輸
出
成
長
率
の
鈍
化
傾
向
、
あ
る
い
は
外
資
導
入
と
そ
れ
に
絡

む
外
日
出
資
本
・
多
国
籍
企
業
に
よ
る
韓
国
経
済
支
配
U

「
財
閥
」
支
配
と

い
う
新
た
な
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
保
護

貿
易
主
義
的
傾
向
が
台
頭
す
る
中
で
、
外
国
市
場
一
辺
倒
で
あ
っ
た
韓
国

と
米
国
と
の
閑
で
経
済
摩
擦
問
題
が
生
じ
た
り
、
あ
る
い
は
韓
国
経
済
そ

の
も
の
に
新
た
な
対
応
を
迫
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
対
日
貿
易
赤
字
の

累
増
、
五

O
O億
ド
ル
を
超
え
る
累
積
債
務
問
題
等
の
顕
在
化
に
よ
っ

て
、
韓
国
経
済
を
取
り
巻
く
環
境
が
悪
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
@
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
韓
国
経
済
の
産
業
構
造
を
揺
り
動
か
す
程
の
規
模

と
内
容
を
も
っ
て
、
韓
国
経
済
に
新
た
な
対
応
を
迫
る
も
の
と
な
っ
て
き

て
い
る
。

韓
国
経
済
の
発
展
に
お
け
る
財
閥
の
位
置
と
役
部

し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
韓
毘
の
経
済
開
発
に
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
て

き
た
両
者
の
関
係
は
、
世
界
経
済
と
い
う
客
観
条
件
の
好
転
を
持
つ
と
い

う
立
場
で
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
て
行
く
だ
ろ
う
@
特
に
、
こ
こ
二
、
三
年

の
間
に
顕
在
化
し
た
外
国
資
本
・
多
国
籍
企
業
に
よ
る
韓
国
経
済
支
配
日

「
財
閥
L

支
配
は
、
や
や
も
す
れ
ば
国
家
資
本
に
よ
る
「
財
閥
し
支
配
と

い
う
関
係
に
と
っ
て
代
わ
る
程
の
カ
を
兼
ね
備
え
て
い
る

Q

そ
う
し
た
矛
盾
の
深
化
を
防
ぐ
た
め
に
も
韓
国
経
済
の
抜
本
的
改
革
が

望
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
国
家
資
本
と
「
財
閥
」
と

の
隷
属
・
被
隷
属
関
係
を
断
ち
切
り
、
氾
界
経
済
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
産
業
構
造
の
確
立

1
経
済
の
民
主
化
、
社
会
の
民
主
化
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
@
そ
れ
な
く
し
て
は
現
夜
、
韓
国
資
本
主
義
が
抱
え

て
い
る
諸
問
題
は
解
決
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

G




